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 令和８年度 十日町市地域包括支援センター運営方針（案） 

Ⅰ 方針策定の趣旨 

この「十日町市地域包括支援センター運営方針」は、地域包括支援センターの運営上の

基本的な考え方について明確にするとともに、地域包括支援センター業務の円滑かつ効率

的な実施に資することを目的に策定する。 

この運営方針については、「十日町市介護保険事業計画」や「十日町市地域包括支援セ

ンター運営事業実施要綱」に沿って策定するものであり、地域包括支援センターは本運営

方針に基づき「事業計画書」を作成することとする。 

 

Ⅱ 地域包括支援センターの目的 

１ 地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必

要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的とする施設」（介護保険法第 115 条の 46）である。 

２ 高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、地域住民とともに

地域のネットワークを構築しつつ、個別のサービスをコーディネートし、包括的および

継続的な支援を行う地域包括ケアシステムの推進を目的とする。 

３ 地域包括支援センターの設置主体は十日町市であり、市は地域包括支援センターの設

置目的を達成するための体制整備等に努め、その運営に関与する。 

 

Ⅲ 運営上の基本的な考え方 

１ 公益性の視点 

⑴ 市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として公正で中立性の高い事業

運営を行う。 

⑵ 地域包括支援センターの運営費用は、介護保険料や、国・県・市の公費によって賄

われていることを理解し、特定の事業者等に不当に偏らない事業運営を行う等、適切

な事業を行う。 

２ 地域性の視点 

⑴ 地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核機関

であるため、担当圏域の地域特性や実情を踏まえた適正かつ柔軟な事業運営を行う。 

⑵ 地域ケア会議等の場を通じて、地域住民や関係団体、サービス利用者や事業者等の

意見を幅広く汲み上げ、日々の活動業務に反映させるとともに、地域が抱える課題を

把握し、解決に向けて積極的に取組む。 

３ 協働性の視点 

⑴ 地域包括支援センターの専門職（保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員）は、

連携・協働し、業務全体にチームとして取組み課題解決に努める。 

⑵ 地域の保健・福祉・医療の専門職や民生委員等の関係者と連携・協働の支援体制を

構築する。また、共通する課題については市内５か所の地域包括支援センターで検討

資料 １ 
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し、互いに共同して取組む。 

 

Ⅳ 業務推進の指針 

１ 事業計画の策定 

地域包括支援センターの業務を効果的に遂行するために、地域包括支援センターの目

的や運営方針に沿って、担当圏域ごとの地域課題を様々な角度から分析するため、各種

統計資料・JAGES 調査等の情報や総合相談集計、活動の実際から得た情報を基に、職員

全員で地域課題の検討と整理をし、事業計画について協議、策定する。 

また、年間計画や目標について達成に向けた進行管理を行うとともに、事業を継続的に

改善していくために、PDCA サイクルによって業務の計画と評価を繰り返しながら質の向

上に努める。 

なお、市の現状及び地域のニーズに応じて取組む重点的に行う業務について下記のと

おり示す。 

⑴  市の現状 

当市の総人口は年々減少し、少子高齢化が進んでいる。令和７年 10 月 1 日現在の

高齢化率は 42.0％（国 29.4％、県 34.6％）であり、令和 12 年（2030）年には 43.6％

と推計(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」2023（令和５）年推計)

されている。また、前期高齢者と後期高齢者の人口比は後者の方が多く、徐々に前期

高齢者割合は減少、後期高齢者割合は増加していく推計となっている。 

 要支援・要介護認定者数は平成 29 年度以降横ばいに推移していたが、令和２年度に

増加に転じ、65 歳以上の約２割の人が要介護認定を受けている。要介護認定者の約８

割が 80 歳以上、また新規認定者の平均年齢は 83.8 歳（地域包括ケア「見える化」シ

ステム令和６年）であり、後期高齢者人口がピークを迎える令和 12（2030）年から 10

年後、要支援・要介護認定者数は令和 22（2040）年に重度者が増加する見込みである。

また、令和６年度の新規認定者の原因疾患として、関節疾患・認知症が多い状況とな

っており、フレイル予防・認知症予防を主とした介護予防対策が重要となる。 

 なお、市街地・山間地と異なる地域特性を持つ当市では、それぞれの地域で課題が

あり、地域ごとの対応が求められている。 

⑵ 地域のニーズに応じて重点的に行うべき業務 

以下５つの取組を重点項目とする。 

① 圏域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

地域包括支援センターは、地域の住民や関係団体、サービス利用者や介護事業者

等との関係性を構築する中で、地域が抱えるニーズや課題を把握し、地域特性や実

情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。 

② 介護予防の知識啓発と環境づくり 

介護予防教室・出前講座等でフレイル予防（運動・栄養改善・口腔機能向上・社

会参加）・認知症予防の知識を普及し、高齢者自らが自分に合った介護予防の活動が

できるよう支援する。また、健康づくり推進課で主管する生涯サポート事業と連携
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し、介護予防を推進する。 

③ 介護予防ケアマネジメント 

対象者の状況を適切にアセスメントし、その人に合った目標の設定、適切な量・

内容をプランに取り入れていくことで要支援・要介護状態の予防やその悪化の防止

を図り、自立した生活を送れるように支援する。 

④ 地域ケア会議 

介護支援専門員に対するケアマネジメント支援のひとつの手法として、困難事例

に対する地域ケア会議を効果的に活用し、圏域内の地域課題を抽出する。また、介

護予防型地域ケア個別会議により、自立支援・介護予防に資するケアプランの作成

と、ケアマネジメントの向上を図る。 

⑤ 認知症の知識啓発と「共生」の地域づくり 

認知症サポーター養成講座等の認知症についての知識啓発や支え手の育成、行政

とともに認知症施策の現状共有・課題整理を行いながら、認知症になっても安心し

て住み続けられる「共生」の地域づくりを目指す。 

２ 市と地域包括支援センターの位置づけ 

地域ケア推進課地域包括支援係が、地域包括支援センターの基幹機能を有し、５つの

地域包括支援センターと連携する。 

⑴ 市の役割 

① 地域包括支援センターの設置主体として、地域包括ケアシステムを構築するため

の体制整備を進め、方針を示し適切に関与する。 

② 十日町市地域包括支援センター運営協議会要綱に基づき地域包括支援センター

の業務実施状況に関する事項（毎年度の事業計画や実施状況等）について協議する

会議を開催する。 

③ 地域包括支援センターの運営に係る総合調整及び助言・指導を行う。 

定期的に地域包括支援センター実務責任者会議その他各部会（主任ケアマネ部会・

社会福祉士部会・介護予防部会）を開催し、地域包括支援センターの現状の把握に

努め、資質向上を図るとともに地域包括支援センターの業務負担軽減等についても

検討をしていく。 

④ 地域包括支援センターの人員体制及び業務の状況について実地評価等を通して

把握・評価し、その結果を踏まえて、事業の質の向上のために必要な改善を図るた

めの支援を行う。 

⑤ 人材育成や実践力向上を目指し、研修会や実践発表会等を開催する。 

⑥ 地域包括支援センターの後方支援として下記のアからクを実施する。 

ア 地域ケア会議、事例検討会の共同開催 

イ ケース検討等による処遇困難事例のスーパーバイズ 

ウ 同行訪問、介護認定調査等により高齢者の実態把握 

エ ケース支援の振り返りの実施 

オ 虐待事例に対する情報収集から対応方針の判断までの対応 
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カ 医療機関との連絡調整（特に精神疾患） 

キ 成年後見制度中核機関と連携した権利擁護の啓発 

ク 医療・介護関係職員の資質向上のため地域課題やニーズに合わせた研修会 

⑦ 地域包括支援センターに関する苦情について対応する。受け付けた苦情について

は、当該地域包括支援センターが解決・改善への取組みを行えるよう指導・助言を

行う。 

⑵ 地域包括支援センターの役割 

① 地域包括支援センターは、本方針に基づき、包括的支援事業を行うとともに、地

域の身近な窓口として、高齢者及び家族等の相談支援には丁寧に対応し、ワンスト

ップを心がける。 

② 個別のケースの検討を通じた個別課題や社会資源の現状把握、地域課題の解決に

向けたネットワークの構築、社会資源開発、地域づくりを進める。 

③ 高齢者に本人が有する権利を理解してもらうとともに、権利侵害の予防・発見、

権利の保障に向けた対応を行う。 

④ 介護支援専門員に対するケアマネジメント支援や育成を目的とした取組みを行

う。 

３ 設置場所・周知活動 

地域住民が気軽に相談に訪れることができるよう窓口の設置場所や案内・標示を工夫

する等、環境を整備する。また、必要に応じてパンフレットやチラシの手配や作成等を

行い、窓口の周知を適切に行う。 

４ 職員の姿勢 

⑴ 地域包括支援センター業務は、地域で暮らす高齢者が住み慣れた環境で自分らしく、

かつ自立した生活を継続させるための支援であることを念頭に置き、常に当事者に最善

の利益を図るために業務を遂行する。 

⑵ 職員は相談援助技術やケアマネジメント技術の向上、高齢者虐待防止等、地域包括

支援センターの業務に必要な知識・技術を習得するため、研修や講習会に積極的に参加

し、保有する専門性の向上を目指す。また、学んだ技術・知識については全職員に伝達

し、センター全体のスキルアップに努めるとともに、地域の介護支援専門員に対しても

伝達・情報提供を行う。 

５ 地域との連携 

地域包括支援センター運営協議会や地区振興会等、地域との会合等の場を通じて、地

域の住民、関係団体やサービス利用者や事業者等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動

に反映させる。また地域が抱える課題を把握し、地域ケア会議等を通じて、地域と連携

し解決に向け取組む。 

６ 個人情報の保護 

⑴ 地域包括支援センターは、高齢者の様々な情報を取得するため、情報管理には万全

を期することが求められている。業務の実施において取り扱う個人情報について、個

人情報保護法その他の法令を遵守し、これに従わなければならない。 
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⑵ 窓口や電話等相談時において相談者のプライバシーが確保されるよう留意する。 

⑶ 業務の遂行にあたり、関係機関の担当者と情報共有し、連携して対応することが重

要となるため、緊急時等特別な場合を除き、当事者から個人情報に関する同意を得て

おく。 

⑷ 個人情報の流出、または個人情報の取扱いに重大な不備があった際は、速やかに内

容及び対応等を記録の上、報告書を市に提出し再発防止策を検討する。市は再発防止

が適切に行われているかどうか、適宜確認する。 

７ 相談・苦情対応 

⑴ 地域包括支援センターは、高齢者に関する様々な相談に対し、きめ細やかに対応、

支援する。 

⑵ 相談支援記録等を速やかに作成、保管し、必要時に共有できるように努め、担当者

が不在時においても対応できる体制を整える。 

⑶ 地域包括支援センターで受け付けた苦情については、傾聴の上、必要と思われる関

係機関等と連携し、迅速に適切な対応を行う。苦情の内容及び対応、再発防止策を記

録し、必要に応じて速やかに市に報告する。 

８ 緊急・災害時の対応 

⑴ 地域包括支援センターは、自然災害や感染症の拡大など不測の事態が発生した場合

は、「業務継続計画（BCP）」に基づいて、迅速に業務を再開・継続させる。 

⑵ 地域包括支援センターは、緊急時において予め定めている連絡・支援体制に従って、

迅速かつ的確に対応する。また、災害時は市や関係機関と連携を図る。 

 

Ⅴ 事業内容 

地域包括支援センターは地域包括ケア体制の構築にむけた課題解決と調整を担う中核

的機関としての役割を求められていることを意識して、地域支援事業実施要綱に基づき、

以下の４事業実施する。 

１．総合相談支援事業 

２．権利擁護事業 

３．包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

４．介護予防ケアマネジメント 

 

１ 総合相談支援事業 

地域の身近な介護・保健・福祉・医療の総合相談窓口として地域包括支援センターも

機能充実を図る。 

⑴ 総合相談 

① 地域において住民が気軽に相談できる拠点としての役割を果たすために、関係機

関との連携のもと、様々な相談内容について、総合的に相談できる体制をつくる。 

② 地域包括支援センターは市や介護保険居宅介護支援事業所等関係機関と情報交

換を密にし、いつでも相談対応できる体制をつくる。（24 時間/365 日体制） 
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③ 認知症の人や家族等の相談支援を行うとともに「認知症初期集中支援チーム」と

の連携等により必要なサービスが認知症の人や家族に提供されるための調整を図

る。 

⑵ 地域包括支援ネットワーク構築 

① 複合化・複雑化した課題を抱える高齢者や世帯に対し、適切な支援へつなぎ、継

続的に見守り、更なる問題発生を防ぐため、医療・保健・福祉関係機関や民生委員

等の地域関係者、ボランティア等、地域の様々な関係者とのネットワークの構築に

努める。 

② ネットワーク構築にあたっては、サービス提供機関や専門相談機関等のマップの

作成等により、活用可能な機関・団体等の把握を行う。 

③ 認知症地域支援推進員が中心となり、認知症の人やその家族と地域をつなぐ役割

を果たし、市と協力をし、認知症ケアパスの作成や普及に取組む。 

④ 地域に必要な社会資源がない場合は、その創設や開発に取組む。 

⑶ 地域の高齢者の実態把握 

① 様々な手段により、担当圏域の高齢者の心身状況や家庭環境等について実態把握

を行うことで地域に存在する隠れた問題やニーズを発見し、早期対応できるように

取組む。 

② 独居、高齢者のみ世帯、民生委員等からの相談、地域包括支援センターの事業実

施等で把握した高齢者等を訪問し、支援が必要な高齢者や家族等の発見、実態把握

を行う。 

２ 権利擁護事業 

高齢者が尊厳を保持し、地域で安心して暮らす権利を尊重するため専門的・継続的な

観点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う。 

⑴ 高齢者虐待の防止および対応 

① 虐待を防止するために、地域住民及び医療機関・施設等の関係機関へ虐待の早期

発見や通報義務を伝える研修等を行い啓発活動に努める。 

② 虐待事例を把握した場合は、高齢者虐待防止法及び十日町市高齢者虐待防止・対

応マニュアルに基づき、速やかにその高齢者及び養護者を訪問する等し、高齢者の

安全確認と状況確認を実施し、事例に即した適切な対応をとる。虐待と認定した根

拠となる事象の解決のため、計画的な支援を実施しながら、モニタリング及び評価

を行い、終結していく。 

③ セルフ・ネグレクトや高齢者虐待とは判別しがたい事例であっても、高齢者の利

益が侵害され、権利擁護のための支援が必要と判断されるものについては、高齢者

虐待の事例に準じて、必要な支援を行う。 

⑵ 高齢者消費者被害の防止および対応 

① 地域の情報を把握し、民生委員や介護支援専門員等に対し啓発を行う。 

② 情報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよう支援する。 

⑶ 成年後見制度等の活用促進 
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① 成年後見制度の知識の習得に努めるほか、利用対象者に対する申立ての支援や家

族に対する助言等を行う。 

② 担当圏域内の居宅介護支援事業者等に対する成年後見制度の周知を図るほか、成

年後見制度の相談、助言を行う。 

③ ①、②に併せて、日常生活自立支援事業の周知、必要な人への活用支援に努める。 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、

地域の関係機関等との連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等

により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく

包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくり

や個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的とする。 

⑴ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

在宅、施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関

を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の連携を

支援する。また、地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促進のた

めのサロン活動等介護保険以外の地域における様々な社会資源を活用できるよう、地

域の連携・協力体制を整備する。 

⑵ 地域における介護支援専門員のネットワーク構築・活用 

介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定する等介護支援専門員のネット

ワークを構築する。 

⑶ 介護支援専門員への個別指導・相談 

地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、居宅サービス計画の作成技術の

指導、サービス担当者会議の開催支援等、専門的な見地から個別指導、相談への対応

を行う。 

⑷ 支援困難事例等への指導・助言 

地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、適宜、地域包括支援センタ

ーの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、

指導や助言を行う。 

⑸ 介護支援専門員の育成・支援 

地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、地域包括支援セ

ンターの各専門職や関係機関と連携の上、事例検討会や研修の実施、制度や施策等に

関する情報提供を行う。 

４ 介護予防ケアマネジメント 

高齢者が要介護状態等になることの予防や要介護状態の軽減・悪化の防止を目的とし

て、高齢者の心身機能の改善に加え、社会への参加を支援する。 

⑴ 自立支援に資する介護予防ケアマネジメントの実施 

要支援者及び事業対象者に対して、心身の状況、置かれている環境等に応じて、生

活機能の改善、自立支援を目指し、介護予防・生活支援サービスの他一般介護予防事



- 8 - 

 

業等も含め、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 

① 「十日町市介護予防ケアマネジメントマニュアル」に基づき、アセスメント、サ

ービス担当者会議、ケアプランの作成、モニタリング、評価等一連のプロセスに従

い、介護予防ケアマネジメントを実施する。 

② 介護予防ケアマネジメントにおいては対象者本人が出来ることはできる限り本

人が行うことを基本としつつ、対象者のできることをともに発見し、対象者の主体

的な活動と生活の質の向上を高めることを目指す。 

③ 対象者の自立支援・重症化防止等に資するため、リハビリテーション専門職等関

係機関と積極的に連携する。 

④ 介護予防ケアマネジメント業務は指定居宅介護支援事業所へ一部委託すること

ができるが、委託に関する事務は地域包括支援センターが行う。また、業務が適正

に行われているか総合調整を行う。 

⑤ 指定介護予防支援事業所が実施する介護予防支援によるケアマネジメント業務

においても自立支援に資するケアマネジメントが実施できるよう助言する。 

⑵ 介護予防の普及啓発及び地域の介護予防活動の支援 

① 地域における高齢者の集まりの場の活用や訪問等により、介護予防に関する情報

提供や介護予防の普及に取組むとともに、介護予防の取組みが必要な人の把握に努

める。 

② 介護予防事業を通して育成された自主グループの活動に積極的に関わる等、介護

予防の取組みが継続できるよう支援する。 



 資料２  
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十日町西地域包括支援センターの職員配置（案）について 

 

 

 社会福祉法人十日町市社会福祉協議会に業務を委託している十日町西地域包

括支援センターの職員配置について、令和８年度からは、十日町市地域包括支援

センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第４条第３項の規

定に基づき、下表のとおり変更します。 

 

１ 十日町西地域包括支援センターの職員数 

 現在 令和８年度 

人員配置基準（条

例第４条第１号） 

主任介護支援専門員 社協１名 

社会福祉士     社協１名 

保健師       社協１名 

同左 

同左 

－ 

その他 プランナー     社協１名 

事務職員（兼務）  社協１名 

同左 

同左 

 

 



<被保険者> （単位：人）

人数 構成比（％） 増減 増減率（％）

被保険者数（１号） 19,400 41.6 19,738 △ 338 △ 1.7

※構成比：R7年3月末住基人口46,646人に対する比率

<歳入>

当初予算額 構成比（％） 増減額 増減率（％）

１款 保険料 1,479,421 18.4 1,462,493 16,928 1.2

２款 分担金及び負担金 5,696 0.1 5,066 630 12.4

３款 使用料及び手数料 186 0.0 378 △ 192 △ 50.8

４款 国庫支出金 1,971,896 24.6 1,976,173 △ 4,277 △ 0.2

５款 支払基金交付金 2,040,443 25.4 2,026,959 13,484 0.7

６款 県支出金 1,152,838 14.4 1,142,516 10,322 0.9

７款 財産収入 2,296 0.0 399 1,897 475.4

８款 繰入金 1,314,387 16.4 1,276,077 38,310 3.0

９款 繰越金 55,969 0.7 55,481 488 0.9

10款 諸収入 4,868 0.1 4,458 410 9.2

8,028,000 100.0 7,950,000 78,000 1.0
※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

○　１款　保険料の現年度分歳入は、特別徴収分を全体の94.09％と見込み、普通徴収分は全体
　　　　　の5.91％とした
　　　　　　第１号被保険者数は減少する推計であるが、所得段階別の上位被保険者数の増加に
　　　　　より、前年度に比べて1.2％増を見込むもの

令和８年度　介護保険特別会計歳入歳出予算（案）

令和８年度見込 令和７年度
見込

対前年度

（単位：千円）

款
令和８年度 令和７年度

当初予算額

対前年度

歳　入　合　計

○　２款　分担金及び負担金は、十日町地域介護認定審査会共同設置に伴う津南町からの負担
          金で、介護認定審査会に係る経費を、年間の審査件数により按分し計上するもの

○　３款　使用料及び手数料は、証明書発行手数料収入、介護保険料の督促手数料収入、事業
　　　　　者指定等手数料を計上

○　４款　国庫支出金は、給付費に対する国の負担金。居宅介護給付費の20％、施設介護給付
　　　　　費の15％を国が負担するもの
　　　　　　調整交付金は、後期高齢者の加入割合と第１号被保険者の所得分布状況による市町
　　　　　村間の保険料基準額の格差を是正するための交付金。国の標準的な費用負担率は5％
　　　　　　地域支援事業費に対しては、介護予防・日常生活支援事業費の20％、包括的支援事
　　　　　業・任意事業費の38.5％を国が負担するもの

○　５款　支払基金交付金は、介護給付費と地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業
　　　　　費に対する第2号被保険者の負担分で、第2号被保険者の費用負担率は27％

○　６款　県支出金は、給付費に対する県の負担金。居宅介護給付費は12.5％、施設介護給付
          費は17.5％を県が負担するもの
　　　　　　地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5％、包括的
　　　　　支援事業・任意事業費の19.25％を県が負担するもの

○　８款　繰入金は、給付費に対する市の負担金として介護給付費の12.5％、介護予防・日常生
　　　　　活支援総合事業費の12.5％、包括的支援事業・任意事業費の19.25％、及び事務費、
　　　　　職員給与費分を一般会計から繰り入れるほか、介護保険料抑制のため介護給付費準備
　　　　　基金を取り崩して繰り入れるもの

資料３
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<歳出>

当初予算額 構成比（％） 増減額 増減率（％）

１款 総務費 236,102 2.9 217,740 18,362 8.4

２款 保険給付費 7,324,228 91.2 7,276,336 47,892 0.7

３款 地域支援事業費 400,019 5.0 395,787 4,232 1.1

４款 基金積立金 2,296 0.0 399 1,897 475.4

５款 公債費 1,250 0.0 1,250 0 0.0

６款 諸支出金 62,105 0.8 56,488 5,617 9.9

７款 予備費 2,000 0.0 2,000 0 0.0

8,028,000 100.0 7,950,000 78,000 1.0
※構成比の割合は、小数点以下の端数処理の関係上、合計値と合わない場合があります。

　　

○　１款　総務費は、人件費のほか、介護認定調査費や介護認定審査会費などの費用を計上

○　２款　保険給付費は、第９期介護保険事業計画におけるサービス提供基盤の整備や利用見
　　　　　込みに基づき計上

○　３款　地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費、包
　　　　　括的支援事業・任意事業費、審査支払手数料を計上

○　６款　諸支出金は、令和７年度実績に伴う国庫支出金等の精算金を計上

歳　出　合　計

（単位：千円）

款
令和８年度 令和７年度

当初予算額

対前年度
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 【概要】

 【交付額推移】 （単位：円）

・令和５年度保険者機能強化推進交付金が国の予算全体で▲50億円

・令和６年度保険者機能強化推進交付金が国の予算全体で▲50億円

・令和７年度保険者機能強化推進交付金（既存配分枠国）の予算で▲4億7500万円　※配分の見直しあり

・令和８年度保険者機能強化推進交付金（既存配分枠国）の予算で▲6億2700万円

 【国の予算案及び配分】

保険者機能強化推進交付金

都道府県分

市町村分

（前年度増減）

介護保険保険者努力支援交付金

都道府県分

市町村分

 【令和８年度評価結果】

(配点) 十日町市 20市平均 全国平均 中央値 十日町市 20市平均 全国平均

保険者機能強化推進交付金 14

（A） 400 （14）

介護保険保険者努力支援交付金 11

（B） 400 （11）

推進交付金＋支援交付金 12

（A+B） 800 （11）

　※（　）内は昨年度の順位

資料No.４

令和８年度保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金の交付見込み額について

16,438,000 15,119,000

※令和７年度において、地域包括ケアの構築に向けた基盤整備や取組の充実に既に一定程度取り組んでいる保険者を対象として、さらなる健康寿命の延

伸に向け、地域のデータ分析に基づき、自らターゲットとなる対象者、成果目標及び評価指標を設定した上で、当該成果を達成するために成果指向型の

介護予防・健康づくりの取組を行う保険者に対する新たな支援の枠組みを構築（アウトカム配分枠・保険者機能強化推進枠・成果指向型配分枠）

令和7年度

　保険者機能強化推進交付金は、平成29年の地域包括ケア強化法において制度化されたＰＤＣＡサイクルによる取組の一環として創設された交

付金。市町村や都道府県による高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を支援することを目的としており、市町村や都道府県の様々な取組につ

いて評価できるよう客観的な指標を設定し、その達成状況に応じて支給される。

　また、介護保険保険者努力支援交付金は、令和２年度において、公的保険制度における介護予防の位置づけを高めるため、既存の保険者機能

強化推進交付金に加えて創設され、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準にメリハリをつけるもの。

令和8年度

県内20市のう

ち当市の順位

約295億円 約261億円 約28億円 約7億円

得点率

合　　計

（▲ 527,149千円） （▲ 501,600千円） （▲ 125,400千円） 99,851千円

1,000,000 千円 950,000 千円 50,000 千円

19,000,000 千円 18,050,000 千円 950,000 千円

20,000,000 千円 （95％） （5％）

624,000 千円1,679,600 千円6,718,400 千円9,022,000 千円

令和８年度

予算案
既存配分枠

基本配分枠 追加配分枠

9,500,000 千円 （75％相当） （20％相当）

保険者機能強化推進交付金

介護保険保険者努力支援交付金

合　　計 20,839,000

令和６年度

5,421,000

11,017,000

485 505.6 445.1

237 254.4 230.1

令和５年度

16,438,000

478,000 千円 353,600 千円

60.6% 63.2% 56.9%

248 251.2 225 62.0% 62.8% 56.3%232

469

59.3% 63.6% 57.5%

8,660,000 4,879,000

12,179,000 10,240,000

235

得点合計

（5％相当）

成果指向型

配分枠

11,017,000

5,421,000

88,400 千円 36,000 千円
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特別養護老人ホーム「みさと苑」（社会福祉法人苗場福祉会） 

移転計画の見送りについて 

 

 

１ 施設概要 

＜特別養護老人ホーム「みさと苑」＞ 

所在地 開設年 サービス種別 定員 

津南町大字 

芦ヶ崎 317-1 
H6.4.1 

特別養護老人ホーム 100 人 

短期入所生活介護（ショートステイ） 空床利用 

居宅介護支援 － 

 

２ 移転先 

十日町市中条己 2937-3 

（旧中条・中条第二病院跡地／特別養護老人ホーム「なの花」隣接地） 

 

３ 移転整備計画の経過 

 区 分 開設時期 定 員 

当 初 計 画 
令和８年 11 月開設予定 

（令和３年 12月 15 日公表） 
特別養護老人ホーム 120 人 

第１回変更計画 
令和 10 年度開設予定 

（令和６年 12 月９日公表） 

特別養護老人ホーム 120 人 

サービス付き高齢者向け住宅 30 人 

第２回変更計画 見送り 特養「みさと苑」（現状維持）100 人 

 

４ 法人プレスリリース日程 

  令和８年２月５日（木） 

 (福)苗場福祉会のホームページに掲載して公表 

 

５ 参考資料 

  プレスリリース原稿 

 

資料５ 



                                      2 0 2 6 年 ２ 月 ５ 日 

                              社会福祉法人苗場福祉会 

                             理事長 湖山 泰成 

 

 

特別養護老人ホームみさと苑移転計画見送りに関するお知らせ 

 

平素より、社会福祉法人苗場福祉会の施設運営に格別のご理解とご協力を賜り、深

く感謝申し上げます。 

さて、2028 年度（令和 10 年度）に予定しておりました特別養護老人ホームみさと苑

の施設移転計画につきまして、関係各方面との協議を重ね、慎重に検討を行ってまい

りました結果、誠に遺憾ながら、諸般の事情により当該移転計画を見送ることといた

しましたので、ここにお知らせいたします。 

本移転計画に関し、これまで関係機関ならびに地域の皆様にご理解・ご協力を賜り

ましたことに、厚く御礼申し上げますとともに、移転を前提としたご案内を行ってい

た中での見送りとなりましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 

今後につきましては、関係機関と連携を取りながら移転予定地を含めた施設整備計

画の検討を継続していくとともに、特別養護老人ホームみさと苑の運営について継続

してまいります。施設の老朽化等によりご不便をおかけすることもございますが、引

き続き安全・安心なサービス提供に職員一同努めてまいります。何卒ご理解を賜りま

すとともに、今後とも変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

なお、本件に関するお問い合わせにつきましては、下記までお願いいたします。 

                                 以上 

  

本件に関するお問い合わせ先 

新潟県十日町市川治 4525 番地 

社会福祉法人苗場福祉会 法人管理部 村山 

TEL ：025-761-7400 

mail：soumu@naebafukushikai.com 

 

参考資料
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厚生労働省 老健局

介護保険料等における基準額の調整

資料３
社会保障審議会

介護保険部会（第126回）
令和７年10月９日

資料６
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介護保険料等における基準額の調整について

本人が市町村民税非課税（世
帯に課税者がいる）
かつ本人年金収入等が
④80.9万円以下、⑤80.9万円超

0.455

市町村民税本人課税市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる

0.485
0.685

1.0
1.2

1.5

0.285

0.9

1.3

1.7

①第1段階

②
第
２
段
階

③
第
３
段
階 ④第4段階 ⑥第6段階⑤第5段階

⑦
第7
段階

⑧
第8
段階

⑨
第9
段階

市町村民税
世帯全員が非課税

0.69

2.4
2.3
2.1
1.9

⑩
第10
段階

⑪
第11
段階

⑫
第12
段階

⑬
第13
段階（収入）

（乗率）

（65歳以上全体の約３割）

○ 介護の保険料の算定において、第１段階と第２段階、第４段階と第５段階の基準については、老齢基礎年金（満額）の支給額相
当の金額を踏まえ、設定している。

○ 令和６年度の年金額改定を踏まえ、令和７年４月から基準を見直し、年金収入等80.9万円を基準として設定している。
※ 令和６年中（１～12月）の老齢基礎年金（満額）の支給額:809,000円/年。

○ 今般、令和７年度の年金額改定により、令和７年中の老齢基礎年金（満額）の支給額が826,464円となり、80.9万円を超えるこ
とを踏まえ、基準を見直し、年金収入等826,500円を基準にすることとする。（令和８年４月施行予定）
※ 高額介護（予防）サービス費、補足給付における年金収入等80.9万円の基準についても、同様に措置（令和８年８月施行予定）

公費軽減後の最終乗率
標準乗率

低所得者軽減（公費）

720
万円

620
万円

520
万円

420
万円

320
万円

210
万円

120
万円

80.9
万円

80.9
万円

120
万円

⑥～⑬市町村民税課税かつ合計所得金額が上記の額の範囲

世帯全員が市町村民税
非課税かつ本人年金
収入等が②80.9万円超
120万円以下、③120万
円超

①
・生活保護被保護者
・世帯全員が市町村民税
非課税の老齢福祉年金
受給者
・世帯全員が市町村民税
非課税かつ本人年金
収入等が80.9万円以下

82.65万円に見直し

1- 16 -
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令和７年 12 月 18 日 

 

十日町市市民福祉部福祉課 

 

 

十日町市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の読み替えについて 

 

 

 令和７年 11 月 27 日公布の介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令

第 394 号）により、標記計画を下記のとおり読み替えるものとする。 

 

記 

 

１ 介護保険法施行令の改正内容 

介護保険の標準段階の第１段階及び第４段階の所得基準の一部について、80.9 万

円から 82.65 万円に基準所得金額を見直す。（施行令第 38 条及び第 39 条関係） 

 

２ 施行期日 

 令和８年４月１日 

 

３ 読み替える計画の内容 

計画書 113 ページ「第５章 ４．介護保険料の設定 （４）所得段階別保険料の 

 見込」の下表中、第１段階、第２段階及び第４段階の要件（前年の所得等）欄につ 

いて、令和８年４月１日より「80.9 万円」を「82.65 万円」に読み替える。 

（下線部分が読み替え箇所） 

住民税 

課税状況 
要件（前年の所得等） 所得段階 

基準額に 

対する 

割合 

月額保険料 

（円） 

年額保険料 

（円） 世帯

員 
本人 

非
課
税 

非
課
税 

･生活保護の受給者 

･老齢福祉年金の受給者 

･合計所得金額＋課税年金収入

額が 82.65 万円以下の人 

第１段階 
0.285 

（0.455） 
1,796 21,546 

合計所得金額＋課税年金収入

額が 82.65 万円を超えて 120

万円以下の人 

第２段階 
0.485 

（0.685） 
3,056 36,666 

合計所得金額＋課税年金収入

額が 120 万円を超える人 
第３段階 

0.685 

（0.690） 
4,316 51,786 

課
税 

合計所得金額＋課税年金収入

額が 82.65 万円以下の人 
第４段階 0.900 5,670 68,040 

第４段階に該当しない人 第５段階 1.000 
6,300 

【基準額】 

75,600 

【基準額】 

（略） 

 



１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜社会福祉法人妻有福祉会＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市新宮乙195番地３
社会福祉法人妻有福祉会　理事長　蔵品 泰治

事 業 所 の 名 称 老人デイサービスセンターつまりの里

事 業 所 の 所 在 地 十日町市新宮乙195番地３

サ ー ビ ス の 種 類 訪問介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由 訪問ヘルパーの慢性的な人材不足を要因とする経営悪化のため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

R6.9.30～休止中

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571000114

介護保険事業所の廃止等について

資料７
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１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜社会福祉法人清津福祉会＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市会所前ロ475番地１
社会福祉法人清津福祉会　理事長　上村 宣人

事 業 所 の 名 称 デイサービスセンターレインボー

事 業 所 の 所 在 地 十日町市田中庚42番地

サ ー ビ ス の 種 類 通所介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由
地域内のニーズ低下に伴う稼働率の低下、従事者の雇用確保が困難
なため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

他のサービス事業所に移行してもらうよう担当ケアマネに依頼。

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571001161

介護保険事業所の廃止等について
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１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜株式会社クリーンセキュリティー＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市高田町６丁目757番地１
株式会社クリーンセキュリティー　代表取締役　村山 明

事 業 所 の 名 称 株式会社クリーンセキュリティー

事 業 所 の 所 在 地 十日町市本町２丁目４－１アップルとおかまち２階

サ ー ビ ス の 種 類
居宅介護支援
訪問介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由 事業再編による介護福祉事業部の廃止のため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

令和７年12月31日までに市内の他事業所への受入れを完了。

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号
1571000049
1571000247

介護保険事業所の廃止等について
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１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜社会福祉法人松代福祉会＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市太平664番地４
社会福祉法人松代福祉会　理事長　鈴木 裕之

事 業 所 の 名 称 デイサービスセンターつるかめ園

事 業 所 の 所 在 地 十日町市蒲生1973番地

サ ー ビ ス の 種 類 地域密着型通所介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由
当該地域の人口減少と合わせて今後の利用者数の増加が見込めない
こと、昨今の厳しい社会情勢により今後の運営継続が困難なため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

当法人のデイサービスセンターほのぼの園が利用者を受け入れ、よ
り介護機能やリハビリ機能の高い施設において質の高いサービスを
提供。

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571000627

介護保険事業所の廃止等について
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１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜社会福祉法人なかさと福祉会＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市上山己2739番地
社会福祉法人なかさと福祉会　理事長　大島 正平

事 業 所 の 名 称 中里在宅介護支援センター

事 業 所 の 所 在 地 十日町市上山己2739番地

サ ー ビ ス の 種 類 訪問介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由
令和２年５月１日より事業を休止しているが、再開の予定がないた
め。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

休止中

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571000486

介護保険事業所の廃止等について
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１　居宅サービス事業所の廃止（報告）

　＜社会福祉法人やまびこ＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市寿町１丁目１番地12
社会福祉法人やまびこ　理事長　根津 政雄

事 業 所 の 名 称 老人デイサービスセンターやまびこ

事 業 所 の 所 在 地 十日町市寿町２丁目１番地１

サ ー ビ ス の 種 類 （介護予防）認知症対応型通所介護

廃 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

廃 止 の 理 由 運営環境の変化により、採算が合わなくなったため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

同一建物で運営する通所介護にて受入れ。

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571000197

介護保険事業所の廃止等について
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１　居宅サービス事業所の休止（報告）

　＜社会福祉法人苗場福祉会＞

項　目 内　容

申 請 者
十日町市川治4525番地
社会福祉法人苗場福祉会　理事長　湖山 泰成

事 業 所 の 名 称 健康倶楽部たちばな老人デイサービスセンター

事 業 所 の 所 在 地 十日町市仁田2311番地４

サ ー ビ ス の 種 類 通所介護

休 止 す る 年 月 日 令和８年３月31日

休 止 の 理 由 事業運営上の都合によるため。

サービス又は支援を受け
ている者に対する措置

担当ケアマネと連絡を取りながら、法人内外問わず、現在と同様の
サービスを受けることが出来るよう調整を図っている。

特 記 事 項 なし

事 業 所 番 号 1571000759

休 止 予 定 期 間 令和８年３月31日～令和８年６月30日

介護保険事業所の廃止等について
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十日町市介護保険事業の現状について

～見える化システムより～

令和７年度 第３回十日町市介護保険運営協議会

1

十日町市福祉課介護保険係

資料８

（令和８年２月末作成）



2

第９期介護保険事業計画

１．計画値と実績値の推移について



１-１．第１号被保険者数について

令和７年度の計画値１９，５３３人に対して、令和７年１０月実績値１９，４９０人。対計画比９９．８％と概ね計画どおり
となっている。なお、第１号被保険者数のピークは令和２年度で、２０，２８６人。令和３年度以降は減少していく推計。
令和６年度から７年度にかけて、前期高齢者が５８１人減、後期高齢者は２０７人増加。後期高齢者は令和12年度まで増加し
ていく推計。

3

11,728 11,745 11,745 11,763 11,776 11,812 11,846

7,927 7,895 7,869 7,822 7,787 7,727 7,644

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

4 5 6 7 8 9 10

第
１
号
被
保
険
者
数
（
人
）

令和7年度（月）

第1号被保険者数の実績（月単位）

後期高齢者 前期高齢者

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

R2 R3 R4 R5 R6 R7
R8

（計画値）

計画値 合 計 20,416 20,246 20,123 20,002 19,731 19,533 19,242

実績値

前期高齢者 9,108 9,291 9,039 8,622 8,225 7,644 7,815

後期高齢者 11,178 10,944 11,085 11,418 11,639 11,846 11,427

合 計 20,286 20,235 20,124 20,040 19,864 19,490 19,242

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」10月月報
（計画値）介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

11,178 10,944 11,085 11,418 11,639 11,846 11,427

9,108 9,291 9,039 8,622 8,225 7,644 7,815

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（計画値）

第
１
号
被
保
険
者
数
（
人
）

第1号被保険者数の計画と実績（年単位）

後期高齢者 前期高齢者

100% 100%99% 100% 101% 99.8%

対計画比



20,128 18,055 15,777 14,185 12,789 11,270 9,444 8,160 7,287

12,495
10,811

8,818
7,416

6,692
6,046

5,298
4,472 3,685

7,282

6,266

5,255

4,159
3,302

2,732
2,486

2,278
2,025

8,187 8,641 9,013 7,610 6,056 5,467 5,590 5,363 4,484 

10,750 11,084 10,825 11,429 
11,577 10,887 9,884 8,989 8,548 

32.1 

35.9 
39.8 

42.5 
43.6 44.9 

47.3 49.0 
50.1 

55.4 

52.6 
49.4 48.2 

48.2 47.6 

45.1 
43.2 42.2 

0
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40,000

30,000

20,000

10,000

0

10,000

20,000

30,000

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和２年

（2020）

令和７年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

人
口
割
合
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十日町市の人口の推移

75歳以上

65歳～75歳未満

15歳未満

15歳～40歳未満

40歳～65歳未満

高齢化率

生産年齢人口割合

（出典）2000年～2020年まで：総務省「国勢調査」
2025年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」

実績値 推計値
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【令和22年】
85歳以上人口 のピーク（4,882人）
高齢化率が生産年齢人口割合を超す

【令和12年】
75歳以上人口のピーク
（11,577人）

【令和２年】
65歳以上人口のピーク
（20,286人）

【参考】
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要介護度別認定率の実績（月単位）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

１-２．要介護認定率について

令和７年度の計画値２１．０％（要支援・要介護認定者4,093人／第１号被保険者数19,533人）に対して、令和７年10月

実績値２０．７％（要支援・要介護認定者4,028人／第１号被保険者数19,490人）。対計画比９８％で、概ね計画どおり

となっている。
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10月認定率 20.7％
新潟県内 ４番目/30保険者

計画 実績
R2 20.5%   19.7％
R3 19.8%   20.0％
R4 20.0%   20.2％
R5 20.3％ 20.2％
R6 20.6％ 20.4％
R7 21.0％ 20.7％

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」10月月報
（計画値）介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

2.0 2.3 2.4 2.3 2.5 2.6

2.8 2.8 3.0 3.0 2.9 3.1

3.3 3.6 3.6 3.7 3.5 3.6

3.6 3.5 3.4 3.3 3.5 3.4

3.3 3.0 3.0 3.1 3.1 2.9

2.9 3.1 3.1 3.0 3.2 3.4
1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

認
定
率
（
%
）
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

95% 101% 101% 100% 99% 98%

対計画比



１-３．要支援・要介護認定者数（第２号被保険者含む）について
令和７年１０月末時点の要介護認定者数は4,061人となり、計画値の4,140人を79人下回っている。
令和６年度実績と比較すると、軽度認定者①（要支援１～２）は28人増加、軽度認定者②（要介護１～２）は24人増加、
重度認定者（要介護３～５）は16人減少している。認定者数の合計は、令和３年度から概ね横ばいで推移している。
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厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6,7年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

要支援・要介護認定者数（要介護度別）

（単位：人）

R3年度

実績

R4年度

実績

R5年度

実績

R6年度

実績

令和7年

10月末

時点

R７年度

計画

R8年度

計画

要支援１ 493 493 481 485 502 470 467

要支援２ 573 598 591 602 613 625 629

要介護１ 747 733 690 689 710 773 779

要介護２ 705 657 691 670 673 642 633

要介護３ 606 661 613 620 572 643 639

要介護４ 624 631 598 627 659 603 600

要介護５ 340 355 369 332 332 384 386

合計 4,088 4,128 4,033 4,025 4,061 4,140 4,133

第８期 第９期

1,066
1,091 1,072 1,087

1,115

1,452

1,390 1,381 1,359 1,383

1,570

1,647

1,580 1,579

1,563
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10月末

時点

認
定
者
数

要支援・要介護認定者の介護度区分の分布

軽度認定者①

(要支援1～2）

軽度認定者②

(要介護1～2）

重度認定者

(要介護3～5)



【参考】 新規要支援・要介護認定者の要介護度別・年齢階級別分布（第１号被保険者）
令和６年度の新規認定者数は７７１人。前年比で３９人増加。認定者の割合は、要介護１が２３．５％と最も多い。
なお、新規認定者の年齢階級別の分布としては、８５－８９歳が２１６人と最も多く、新規認定者の平均年齢は８３．８歳となった。
令和４年度から令和５年度までは新規認定者数が減少したが、令和６年度は増加している。（H30～基本チェックリストにより総合事業
の利用が可能となる。）

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

Ｒ２
175

(22.8％)
177

(23.0％)
192

(25.0％)
100

(13.0％)
54

(7.0％)
45

(5.9％)
25

(3.3％)
768

Ｒ３
176

(22.5％)
170

(21.7％)
213

(27.2％)
101

(12.9％)
45

(5.7％)
57

(7.3％)
20

(2.6％)
782

Ｒ４
177

(23.7％)
157

(21.1％)
190

(25.5％)
103

(13.8％)
54

(7.2％)
45

(6.0％)
20

(2.7％)
746

Ｒ５
150

(20.4％)
183

(25.0％)
177

(24.2％)
98

(13.4％)
52

(7.1％)
40

(5.5％)
32

(4.4％)
732

Ｒ６
171

(22.2％)
175

(22.7％)
181

(23.5％)
113

(14.6％)
57

(7.4％)
47

(6.1％)
27

(3.5％)
771
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(人)

（十日町市資料）介護認定支援システム

（単位：人/割合）

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 合計

32 56 109 190 216 168 771

令和６年度 新規要支援・要介護認定者の年齢階級別分布

新規要支援・要介護認定者の要介護度別分布 新規要支援・要介護認定者の要介護度別分布

175 176 177

150

171
177

170

157

183
175

192

213

190

177 181

100 101 103
98

113

54
45

54 52
57

45

57

45
40

47

25
20 20

32
27

0

50

100

150

200

250

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５



【参考】令和６年度 介護保険新規認定者 疾病統計

要介護認定者の中で多い原因疾患は、「関節疾患」が９９人、次いで「認知症」が９８人と全体の２８．７％を
占めている。
介護度別で見ると、「関節疾患」の認定者は、「要支援１,２」が６７人で６７．７％を占めている。また、
「認知症」の認定者は、「要介護１」が６４人で６５．３％を占めている。
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（出典）十日町市 令和６年度介護保険新規認定者原因疾患まとめ

１　要介護度別原因疾患
要支援１ 要支援２ 要介護１ 軽度 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 中重度 合計 割合

1 関節疾患 35 32 15 82 13 4 17 99 14.4%

2 認知症 7 2 64 73 17 7 1 25 98 14.3%

3 脳血管疾患 15 16 7 38 10 5 6 9 30 68 9.9%

4 悪性新生物 16 14 16 46 7 7 4 1 19 65 9.5%

5 骨折・転倒 8 21 3 32 17 7 6 1 31 63 9.2%

6 心疾患 18 9 9 36 5 3 3 2 13 49 7.1%

7 呼吸器疾患 6 11 3 20 4 3 3 1 11 31 4.5%

8 糖尿病 6 12 7 25 1 1 26 3.8%

9 精神疾患 6 6 3 15 3 2 3 8 23 3.3%

10 パーキンソン病 5 3 1 9 5 2 7 16 2.3%

11 高齢による衰弱 4 1 5 4 1 1 6 11 1.6%

12 視覚・聴覚障害 1 1 2 0 2 0.3%

13 脊髄損傷 0 1 1 1 0.1%

14 その他 29 30 31 90 13 10 13 9 45 135 19.7%

156 156 161 473 98 52 39 25 214

22.7% 22.7% 23.4% 68.9% 14.3% 7.6% 5.7% 3.6% 31.1%

合計

割合

原因疾患/介護度

687 100%



１-４．介護給付費について

令和７年度の８月サービス提供分までの実績値は3,257,116千円。対前年同月比100％で、上半期は昨年同様の実績となっている。
令和６年度の実績を見ると計画値6,718,261千円に対して、実績値6,449,238千円。対計画比96％で計画を若干下回った。バランスと
しては、施設＋居住系サービス(3,695,082千円)＞在宅サービス(2,754,156千円)となっており、施設サービスに頼っている傾向にあ
る。

【参考】◇施設サービス：（地密）特養・老健・介護療養型医療施設・介護医療院 ◇居住系サービス：（地密）特定施設入居者生活介護・認知症グループホーム
◇在宅サービス：訪問介護・短期入所・小多機・住宅改修等 9

R3 R4 R5 R6 R7 R8

計画値 合　計 6,580,841,000 6,735,128,000 6,866,158,000 6,718,261,000 6,787,996,000 6,835,388,000

在宅サービス 2,753,260,474 2,775,644,627 2,779,375,435 2,754,156,045 － －

居住系サービス 473,991,894 488,658,400 545,945,735 575,844,532 － －

施設サービス 3,042,763,891 3,004,462,488 3,069,342,986 3,119,237,093 － －

合　計 6,270,016,259 6,268,765,515 6,394,664,156 6,449,237,670 － －

実績値

1,357,953,326

284,519,769

1,614,642,913

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

令和7年度

(R7/8月サービス

提供分まで）

給
付
費
（
円
）

総給付費の実績

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

前年同月値
3,245,749,319円
前年同月比
100％

（出典）（実績値）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
（計画値）介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

3,257,116,008円

2,753,260,474 2,775,644,627 2,779,375,435 2,754,156,045

473,991,894 488,658,400 545,945,735 575,844,532

3,042,763,891 3,004,462,488 3,069,342,986 3,119,237,093
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総給付費の計画と実績

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

95% 93% 93% 96%

対計画比



介護老人福
祉施設

地域密着型
介護

老人福祉施
設入所者生
活介護

介護老人保
健施設

特定施設入
居者生活介

護

認知症対応
型共同生活

介護
訪問介護

訪問入浴介
護

訪問看護
居宅療養管
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通所リハビ
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随時対応型
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護

認知症対応
型通所介護

小規模多機
能型居宅介

護

介護予防支

援・居宅介

護支援

施設サービス 居住系サービス 在宅サービス

５年度 1,729,555 301,386 265,406 261,878 147,095 203,309 22,036 76,939 16,282 652,768 19,061 29,296 362,439 59,076 22,648 236,772 230,677

６年度 1,812,738 313,644 193,609 287,280 148,610 231,533 22,481 79,617 19,209 633,621 24,358 215 393,856 45,370 15,636 239,473 230,679

７年度 1,877,686 317,610 196,134 274,577 151,231 231,850 18,957 71,165 18,210 615,261 11,861 391 375,741 39,223 15,141 239,135 223,655
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【参考】令和７年度サービス別給付費（３月～１２月サービス利用分）

５年度 ６年度 ７年度
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・「介護老人福祉施設」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の施設サービスが増加傾向
・「介護老人保健施設」「通所リハビリテーション」の減少は、R6.3松涛園の閉鎖による
・「訪問介護」は増加傾向
・「通所介護」は減少傾向
・「地域密着型通所介護」の減少は、R7.2デイサービスきたえるーむ十日町が「通所介護」へ変更
・「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は減少傾向
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２．地域分析について
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高齢化率（令和7年(2025年)）

（出典）総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

２-１．高齢化率について（推計値）

令和７年度の十日町市の高齢化率は42.5％と、津南町の45.5％の次に高い。全国・新潟県平均及び近隣市を見
ると40％を超える地域は数少なく、当市の高齢化率が高いことが分かる。なお、当市の高齢化率は、県内20市
中２番目。１番は佐渡市（44.9％）、３番は村上市（42.1％）、４番は糸魚川市（42.0％）であった。
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【参考】
十日町市
令和８年１月末現在
総人口 45,907人
高齢者数 19,252人
高齢化率 41.9％

全国 新潟県 十日町市 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 津南町

総人口 （人） - 2,084,429 44,799 31,863 31,261 51,615 8,096

高齢化率 （%） 29.6 34.6 42.5 37.7 40.8 36.0 45.5

高齢者数 （人） 36,528,902 720,988 19,039 11,998 12,755 18,587 3,686
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65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 75歳以上80歳未満 80歳以上85歳未満 85歳以上90歳未満 90歳以上

（時点）令和7年(2025年)

（出典）総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

13

【参考】高齢者の年齢構成（５歳階級別） 令和７年（2025年）推計値

他地域に比
べ80歳以上

の割合が高
い（38.4％）

高
齢
者
の
年
齢
構
成
（
５
歳
階
級
別
）
（
%
）

全国 新潟県 十日町市 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 津南町

高齢者数（65~69歳） （人） 7,190,214 141,440 3,394 2,231 2,640 3,800 758

高齢者数（70~74歳） （人） 7,792,130 160,961 4,216 2,653 3,093 4,575 806

高齢者数（75~79歳） （人） 8,420,202 162,148 4,128 2,777 2,539 4,012 630

高齢者数（80~84歳） （人） 6,053,258 108,900 2,923 1,860 1,787 2,507 495

高齢者数（85~89歳） （人） 4,061,152 81,109 2,337 1,412 1,393 1,916 447

高齢者数（90歳以上） （人） 3,011,946 66,430 2,041 1,065 1,303 1,777 550

高齢者数（合計） （人） 36,528,902 720,988 19,039 11,998 12,755 18,587 3,686



２-２．認定率について

十日町市の認定率は20.7％で、津南町の20.9％に次いで高い。新潟県平均及び近隣市は20％を超えて
おらず、当市の認定率は高いことが伺える。要因としては、介護が必要となる80歳以上の構成割合が
全国・県・他市と比べて高いことにある。
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認定率（要介護度別）（令和7年(2025年)）

要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（時点）令和7年(2025年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6,7年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および総務省「
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調整済み軽度認定率（令和6年(2024年)）

（時点）令和6年(2024年)
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および総務省「
住民基本台帳人口・世帯数」

【参考】調整済み認定率について
令和６年度の調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）は、全国・新潟県平均より低いものの近
隣市町と比べ高い。一方、調整済み重度認定率（要介護３～５）は、新潟県平均・近隣市町と比べ
低い結果となった。
※「調整済み認定率」とは、第１号被保険者の性別・年齢別の人口構成が、どの地域も同じになるよう調整することで地域間で
の比較がしやすいように調整した数値。
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)
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付
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額
(円
)

第１号被保険者１人あたり保険給付月額

第１号被保険者１人あたり保険給付月額

（時点）令和5年(2023年),令和6年(2024年),令和7年(2025年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和6,7年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および介護保険事業計画報告値
Hxx/Mと表示されている年度は、M月サービス提供分までの数値を用いて、当該年度の指標値を算出しています。

２-３．第１号被保険者1人あたりの保険給付月額について

当市の令和７年８月時点の第１号被保険者1人あたりの保険給付月額は27,749円で、津南町（32,316円）に次い
で多い。要因としては、高齢者の80歳以上の年齢構成割合が高く、介護サービスの利用者が多いこと。また、各
保険者に所在するサービス提供事業所数が影響しているものと考える。
Ｐ１８～２０「各保険者に所在する事業所数について（施設・居住系・在宅サービス）令和６年度データ」参照
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令和７年 受給者1人あたり給付月額（サービス種類別）

十日町市 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 津南町
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２-４．1人当たりの給付月額、利用日数・回数（サービス種類別）

給付費・利用回数
ともに当市が最多

給付費・利用日数
ともに当市が最多

施設数は当市が多いが、給
付費・利用日数ともに最少

（時点） 令和7年(2025年)
（出典） 厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報

（令和,6年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

施設数、給付費・利用
回数ともに当市が最小
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【参考】 各保険者に所在する事業所数について（施設・居住系・在宅サービス） 令和６年度データ

（時点） 令和６年(2024年)
（出典） 厚生労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
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介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院

施設系サービス

全国 6.9 2.1 3.4 0.0 0.8

新潟県 10.4 5.4 4.8 0.0 1.0

十日町市 21.2 10.6 0.0 0.0 0.0

小千谷市 12.3 15.3 0.0 0.0 3.1

魚沼市 15.4 3.1 3.1 0.0 0.0

南魚沼市 11.5 3.8 1.9 0.0 0.0

津南町 23.7 35.5 0.0 0.0 0.0
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（時点） 令和６年(2024年)
（出典） 厚生労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護

居住系サービス

全国 4.9 0.3 11.7

新潟県 3.7 0.3 13.8

十日町市 2.1 0.0 8.5

小千谷市 9.2 3.1 6.1

魚沼市 3.1 6.1 24.6

南魚沼市 5.7 0.0 19.1

津南町 11.8 0.0 35.5

4.9

0.3

11.7

3.7

0.3

13.8

2.1
0.0

8.59.2

3.1

6.1

3.1

6.1

24.6

5.7

0.0

19.1

11.8

0.0

35.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

居住系サービス提供事業所数（人口１０万対）

全国 新潟県 十日町市 小千谷市 魚沼市 南魚沼市 津南町

事
業
所
数
（
事
業
所
[人

口
１
０
万
対
]）



20

（時点） 令和６年(2024年)
（出典） 厚生労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

訪問介護
訪問入浴介

護 訪問看護
訪問リハビリ

テーション

居宅療養管
理指導 通所介護

地域密着型

通所介護

通所リハビリ

テーション

短期入所生
活介護

短期入所療
養介護（老

健）

福祉用具貸
与

認知症対応
型通所介護

小規模多機
能型居宅介

護

看護小規模
多機能型居
宅介護

介護予防支
援

居宅介護支
援

在宅サービス

全国 30.1 1.3 14.7 5.0 48.3 20.3 15.5 6.5 9.2 3.1 6.0 2.3 4.5 0.9 5.8 30.3

新潟県 18.6 1.3 9.6 3.4 49.0 22.9 9.2 5.7 16.2 3.8 6.7 2.9 8.9 1.2 8.2 30.7

十日町市 23.3 2.1 8.5 4.2 40.3 34.0 6.4 0.0 23.3 0.0 19.1 2.1 10.6 0.0 10.6 29.7

小千谷市 18.4 0.0 6.1 3.1 18.4 21.5 18.4 0.0 21.5 0.0 9.2 6.1 6.1 0.0 3.1 27.6

魚沼市 6.1 0.0 12.3 0.0 49.2 30.7 12.3 3.1 18.4 3.1 9.2 3.1 18.4 3.1 9.2 27.7

南魚沼市 11.5 1.9 13.4 7.6 47.7 22.9 9.5 7.6 11.5 1.9 13.4 1.9 9.5 3.8 1.9 30.5

津南町 11.8 0.0 11.8 0.0 23.7 23.7 0.0 11.8 35.5 0.0 0.0 23.7 35.5 0.0 11.8 23.7
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